
令和6年度川地連合自治会第 12回理事会

3月18日(火)
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3周知・協議内容 *・印要報告
議院 d 

'29 (土)8:00-ー、山

・新常会長の報告 3/31までに事務局まで報告(様式配布) "..-，.;;.r 

04/6河川道路一斉清掃 年間作業手当各常会口座へ振込 3124予定 別紙資料
O町内一斉声掛け運動 4月担当者表配布 白"3CO丹
0花見山農場(春木)公害防止協議会 3/27 13:30-青河コミセン 関係者
O地域避難場所の届け出 新たに希望される場合は3/28(金)までに事務局まで

総務係・生活係・体育生涯学習係 /" \~ tl~ ¥11 
O青色防犯パトロ-)レ 2/11， 2/17 異常なし
O食育支援会議 3/21(金) 18:00-

福祉係(川地地区社杢福祉協議会)

総会 4/10(木) 14:00-

鍾差盛
O第99号かわちだより 3/7発行 ありがとうございました。

広報仕分け係 *定例毎月9白T正面の場吾雨前倒し)
O仕分け 4/9(水) 17: 00 
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 久保田会長
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 司会進行：中河副会長
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 このページを前川事務局長が説明した。主な意見は、・河川一斉清掃の作業手当（金額は5枚目）はR7年度予算なので、R6年度内では　受け取れない。4月以降にしてほしい。　（下川立と岡城が要望）・従来は現金渡しだったが、今年から手数料を連合負担で振り込みにする。



(2)単位自治会関孫(連絡事項、理事委で協議してもらいたいことなど)
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 どんどろ公園で桜に点灯しているので来てください。
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・来年度末完成の予定で「防災の手引き」を作る計画・ボンボリをAコープ前の桜並木に取付ける。・志和地窯でイベントをする。23日13～15時です。
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3月22日に理事会を開く予定
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 3月25日役員会、4月6日に総会
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①連合自治会事務局から、総会の資料案を配布して口頭説明があった。②中の村：年々資料が薄くなっているような気がする。本来は、当年度の活動内容を説明して課題を明示し、その解決策と費用としての次年度の活動計画と予算案が出て来るのではないか。資料案は、活動実績と決算、活動計画と予算についての表しかなく、これでは内容が分からない。作り変えろとまではいわないが、何らかの対応が必要だろう。　→　執行部：今後の1年で修正する。③自主防災連：自主防災の活動の中で「防災士会からのお知らせ」を4回発行したが、予算が足りなくて防災士会から援助を受けた。何とかならないか。　→　執行部：年度当初で一気に非常食などを購入したため。何とかしたい。　→　中の村:　連合自治会会則に「防災活動」は規定されていない。　→　岡城：　連合自治会会則に「防災」がないのは承知している。　→　執行部：　次年度で会則等の改正を行う計画である。④岡城：11月の熊野防災センター視察は、連合会が実施したのに自主防災の活動として掲げているのはおかしい。　→　執行部：削除する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：末國）



【理事会】
令和6年度
令和7年度

連倉世珊理事l 単位自治会 役職 氏 名

|連合会長 下川立地区 久保田博昭

2 I副会長 志和地 会長 中 j司↑専司

3 I副会長 会長

4 I 理事 上川立上 会長 境 辰 夫 山広勝義

5 I 理事 事務局長 松岡 英徳

6 I 理事 上川立中 会長 福本幸則

7 I 理事 事務局長 西川 千男

8 理事 下川立地区 会長 久保田知可治 波多野 進
一一

9 理事 事務局長 渋谷憲 一

10 I 理事 岡城 会長 柑岡 静明

11 I 理事 事務局長 有馬健

12 I 理事 中の村 会長(代) 末園富雄

13 I 理事 事務局長 JII 本 正 勝

14 I 理事 志和地 事務局長 重保清隆

15 I 理事 瀬谷 会長 国政裕次郎

16 I 理事 事務局長 国政良信

17 I 理事 秋町 会長 日 中 佳博

18 I 理事 事務局長 藤岡 興

19 I 理事 川地地区社協 会長 玉井隆行

20 I 連合 事務局長 目U J 11 ;歩

森田 健 一

鈴木深由希

藤岡 一弘

次回は

4月15日(火)
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名前が分かる人だけに〇
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2025年鹿町111道路一斉清掃作察手当

h 自治会名 常会名

郷庫 5 1.500 

一
1
2 祖 実 7 2.100 

トー

~ 土川立土

太郎丸 18 5.400 

い一4一
今市 11 3.300 

巴 門 出 18 5.40口

日 前殿町 12 3.600 

79 後殿町 s 2.400 

18 中郷 10 3.00口
トー

麓光 13 3.900 
トー

1
10上川宣申 竃 主 17 5.100 
トー

111 子ノホ 12 3.600 
「一ー

112 川 原 19 5.700 
トー

凶 永屋 自 2.700 

目 銅 亀 10 3.000 

目 円勝寺 13 3.900 

目別11立 下JfJ立中 11 3.300 

下川立下 17 5.100 

同 荒神 16 4.800 

日 93 川地団地 26 7.800 

岡茜 1 16 4.800 
トー

巴田植 関西 2 13 3.900 

中央 13 3.900 
トー

目 折紙 13 3.900 

70 岸ノ下 15 4.500 

目 大 鰐 17 5.100 

市渇 20 6.000 
トー申の村

中所 11 3.300 
トー

木舟 11 3.300 
トー

制 駅組 25 7.500 

上 瀕 谷 26 7.800 
ト 酒谷

医 中海谷 15 4.500 

58 下瀬谷 17 5.100 

目 船 谷 9 2.700 

目 土 居 13 3.900 

医志和他 西川 19 5.700 

目(7触} 川 東 20 6.000 

新 開 18 5.400 
トー

春木 自 2.400 
トー

139 97 車庫穂原 10 3.000 

|柏 広 畠 8 18.300 
トー

中 道 B 
トー

亀ノ甲 4 
ト 教町

1
43 山 崎 自

トー

|“ 国貞 12 
トー

光 実 8 
トー

I岨計|圃E58・~梅ケ・原:.J 削77 
188.匝泊



③ 
各自主防災組織代表者様

地域避難場所の届出について(依頼)

重図

令和 6年 11月 14日

三次市長

〈危機管理監)

日ごろから，本市の防災行政に御理解・御協力を賜り，お礼申し上げます。

さて，各自主防災組織管内の地域避難場所について，令和 6年度内に敢摘し

ゃ新規に選定された場合は，令和 7年 3月 31日までに，別紙によりデータで

届出ていただきますようお願いします。

なお，地域避難所については，下記の観点から，再度，安全性を確認してい

ただきますようお願いします。

O 安全性の確認について

1 洪水

(1) r洪水浸水想定区域j の区域外に立地していること。特に中小河川の

洪水浸水想定区域について確認すること。

(2) 上記の区域内に立地する場合には，洪水に対して安全な構造で 2階

以上の高さがあること。

2 土砂災害

(1) ..J土砂災害警戒区域j及び「土砂災害特別警戒区域j の区域外に立地

していること。

(2) 上記の区域内に立地する場合には，強固な構造であっで 2階以上の高

さがあるか，施設の中に区域外の部分があること。

3 上記(1)又は(2)のいずれか一方を満たす場合

原則として適合する災害に対して開設するものとし，適合しない災害時

には近隣の基幹避難所，補助避難所又は適合する地域避難場所を避難先と

すること。

4 上記(1)又は(2)いずれも満たさない場合

地域避難場所として適切ではないので，他の適切な施設又は場所を検討

すること。

5 その他

安全な地域避難場所を確保することが困難で、ある場合は，自主防災組織

において所有者等と協議の上，民間事業者が所有する施設や個人宅を選定

することも可能であること。

担当:危機管理係

電話:0824-62-6116 

FAX: 0824-62-2951 

〈担当者:荒瀬，野崎)
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